


CCUSCCUS
技能者情報

○経験
○知識・技能
○マネジメント能力

事業者情報
〇建設業許可情報
〇財務状況
〇取引先
〇社会保険加入状況

〇「建設キャリアアップシステム（CCUS）」は、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組み

〇若い世代にキャリアパスと処遇の見通しを示し、技能と経験に応じ給与を引き上げ、将来にわたって建設業の担い手を確保し、ひいては、建
設産業全体の価格交渉力を向上させるもの

建設キャリアアップシステム（CCUS）の取組

業界横断的な経験・技能の蓄積

専門工事企業の見える化

建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施策パッケージ

・CCUSと建退共の連携：CCUSカードをタッチすることで、建退共掛金が充当

・社保加入確認：作業員名簿の作成等の義務化に伴い、労働者の現場入場時の社保加入確認においてもCCUS活用を原則化

・公共工事等での活用：国直轄工事でのCCUS義務化・活用推奨モデル工事の実施、地方自治体発注工事でのCCUS活用の取組

・レベルに応じた賃金支払い：レベルに応じた賃金目安の設定、下請けによる職長手当等マネジメントフィーの見積への反映・元請による見積尊重

・更なる利便性向上：顔認証入退場の推進、マイナポータルとの連携

令和５年度からの建退共のCCUS完全移行及びそれと連動したあらゆる工事におけるCCUS完全実施を目指す。

・資格を登録
・カードをリーダー
にかざし就業履歴を
蓄積

能力評価基準（※）に
基づきレベルを判定

レベル２

レベル３
レベル４

初級技能者
（見習い）

中堅技能者
（一人前）

職長として現場に
従事できる者

高度なマネジメント
能力を有する者

（登録基幹技能者等）

※専門工事業団体等が職種毎の能力評価基準の策定・能力評価の実施

経験年数 □年

レベル１

経験年数 ○年

○○技能講習

１級□□技能士

班長経験 □年

経験年数 ★年

登録基幹技能者

職長経験 ★年

レベルに応じて
カードも色分け

建設技能者の能力評価

CCUSと連携し、所属する技能者のレベルや人数
に応じて☆～☆☆☆☆により評価を見える化

呼称 団体
賃金目安（年収）の設定額
レベル４ レベル３ レベル２

型枠技能者 (一社)日本型枠工事業協会
820～
620万円

640～
590万円

550万円

機械土工技能者 (一社)日本機械土工協会 700万円 600万円 400万円

トンネル技能者 （一社）日本トンネル専門工
事業協会

1200万円
1100～
850万円

750～
500万円

基礎ぐい工事技能者 (一社)全国基礎工事業団体連
合会

723～
620万円

673～
576万円

462～
344万円

（例）各職種における賃金目安
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事業者の登録数

単月 累計
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現場での利用数（就業履歴数）

単月 累計
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技能者の登録数

単月 累計

建設キャリアアップシステムの利用状況

技能者登録 (参考) 技能者数 事業者登録 (参考) 工事実績がある事業者数

全国 692,511 人 3,180,000人 139,169社 200,279 社

(注) 技能者登録、事業者登録数はR3.9末時点。
技能者数は労働力調査（総務省）のR２平均より国土交通省推計。
工事実績有業者数は建設工事施工統計調査報告（R1実績）より

（単月、万人） （累計、万人）

（単月、万件） （累計、万件）（単月） （累計、万人）

約14万事業者が登録

約70万人が登録

現場での利用は大幅に増加

○ 技能者は約７０万人が登録済み
（今年度内に８０万人に達するペースで増加。技能者の４人に１人が利用する水準）

○現場での利用数※は大幅に増加
（※就業履歴数。直近で月・約２３０万回 （令和３年９月実績））

○事業者の登録は約１４万事業者※が登録
（※うち一人親方は約４万事業者）

【参考】

22



自社の
労働者

自社の
労働者

自社の
労働者

勤労者
退職金

共済機構
元請

１次下請

２次下請以下

証紙の
一括購入

就労状
況報告

報告チェックと
証紙交付

証紙貼付

証紙貼付

証紙貼付

就労状
況報告

公共発注者

積算に
反映

掛金収納書
の提出 等

報告チェックと
証紙交付

建退共電子申請
専用サイト

勤労者
退職金

共済機構

毎日カードタッチ

各共済契約者
が就業実績
データをCCUS
から取り込み

全ての下請
（共済契約者）

電子ﾎﾟｲﾝﾄ購入
就労実績入力

電子ﾎﾟｲﾝﾄに基づ
き自動的に掛金が
充当され、退職時
に給付
(証紙貼付不要)

公共発注者

就業履歴が蓄積

積算に
反映

掛金収納書
の提出 等

元請に就労状
況報告を集約

（電子）

現行方式（証紙受払の書面管理） CCUS活用型電子申請方式

○ CCUSで蓄積された就業履歴を掛金充当に
活用し、退職金給付の徹底と事務の効率化
※電子申請方式のみの活用も可能

○ 現行の証紙方式では、一人ひとりの技能者
への証紙の交付事務が煩雑で、貼付が不徹底

順
次
移
行
を
促
進

元請

手帳に貼付され
た証紙に基づき、
退職時に給付

労働者

労働者
労働者

証紙受払簿の
作成・備付

○ 建退共の電子申請方式の導入に伴い、公共工事における適正履行と一体でCCUS活用を促進
※なお、令和４年度目途に、電子申請方式におけるCCUSデータの活用を元請や1次下請自ら直接行うことが可能となるシステム改訂を予定

CCUSを活用した建退共電子申請化による退職金給付徹底

注意
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○建設キャリアアップシステム（CCUS）の普及・活用により、技能者の処遇改善等を図るため、技能者側のメ
リット向上（建退共との連携等）に加え、公共工事発注者によるモデル工事等によりCCUSの利用を促進

○国の直轄モデル工事のほか、都道府県や独法・特殊会社でモデル工事等の導入が広がってきており、今
後、さらに地方公共団体等を中心として取組を加速化

国直轄工事 地方公共団体 独法・特殊会社

国土交通省より、独立行政法人
等に対してCCUS活用を周知
（R２年４月）

○ＵＲ都市機構においてＲ３年度
から原則全ての新規建設工事で
推奨モデル工事を実施予定
（Ｒ３年度は20件程度の工事に適
用予定）

○水資源機構においてR３年度に
本社契約の土木一式工事で義務
化モデル工事を１件実施。その
他の本社契約の土木一式工事を
推奨モデル工事として原則実施

〇NEXCO西日本においてR3年度
から義務化モデル工事を実施予
定

R２年度より、モデル工事を試行

事業者登録率・技能者登録率・就業履
歴蓄積率（カードタッチ率）を確認の上、
達成状況により工事成績評定で加点

【一般土木（WTO対象工事等）】
○ CCUS義務化モデル工事

（全国で２１件（Ｒ２年度契約） ）
※カードリーダー設置費用、現場利用料（カードタッ

チ費用）について、実績に基づき、発注者が負担

○ CCUS活用推奨モデル工事
（全国で３９件 （Ｒ２年度契約） ）

○地元業界の理解がある２２都府県に
おいて、直轄Cランク工事でも活用推
奨モデル工事を試行

【営繕工事】
○ CCUS活用推奨営繕工事

（全国で９件（R２年度契約） ）

【港湾・空港工事】
○ CCUS活用モデル工事

（全国で１３件（R２年度契約） ）

地方公共団体

【都道府県の導入・検討状況】

※市町村に対しても要請し、都道府県公契連で
の周知に加え、人口１０万以上の全ての市区
に対して国から直接ヒアリング等を実施

国土交通省より、直轄事業での
モデル工事や先行する県による
総合評価での加点等を踏まえた
取組を要請（R２年４月）

○２５県が企業評価の導入を表明、
他の全ての都道府県も検討を表明

評価の導入
を検討【２２】

（３月末までに全市区283団体に実施）

+ 14団体

R3.9時点導入表明【２５】

R2.11時点導入表明【11】
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公共工事におけるＣＣＵＳ活用の促進



 直轄Ｃランク工事でのモデル工事について、地元建設業協会の理解が得られた２２都府県で実施予定 （他に５協会が検討中）

 都道府県発注工事は、２５県が企業評価の導入を表明し、他の全ての都道府県においても導入の検討を表明

広がりをさらに加速化するため、様々な機会に知事等のハイレベルに直接働きかけることをはじめ、より一層取組を強化

Ｒ２年４月より、総合評価方式での工事発注において「建設
マネジメント」の項目として0.25点加点（Ｒ2年度は予定価格
8000万円以上が対象） 等

【長野県】 総合評価等において加点

総合評価方式において、「ＣＣＵＳの元請企業の事業者登録

と活用」を実施する場合に加点評価 （試行）
※現場にリーダーを設置し、技能者が利用する場合に評価

【滋賀県】 総合評価において加点

Ｒ２年４月より、総合評価方式（一
部類型を除く）の公告案件で、ＣＣＵ
Ｓの活用を加点項目に追加

【福島県】 総合評価において加点

県土整備部発注工事（土木一式工事）において総合評価で
加点 （試行）

【山梨県】 総合評価において加点

【静岡県】総合評価等において加点

総合評価方式での工事発注において、
元請がCCUSに事業者登録している
場合に「企業の施工能力」の項目として
0.5点加点

■評価実施
■R4年度までに
評価導入予定

■今後検討

都道府県発注工事でのモデル工事等の実施状況

Ｒ３年４月より、土木部発注の全工事
を受注者希望の推奨工事に位置
づけ。うち20件程度に発注者指定の
義務化工事を適用。また、総合評価
方式において事業者登録を加点

【宮城県】 全工事の成績評定及び
総合評価において加点

Ｒ２年８月以降、大規模工事等を対象として、国の基準に
準じた義務化モデル工事と活用推奨モデル工事を実施

【宮崎県】国と類似のモデル工事を実施

(R3.9.29現在)

元請のカードリーダー設置のほか、下請事業者や技能者の
登録等を工事成績評定の加点条件とするモデル工事を、発
注者指定型と受注者希望型の２方式で実施

【群馬県】 モデル工事を実施

＜直轄Ｃランク工事＞
● 都道府県建設業協会が賛同
○ 協会において検討中

※赤枠は令和３年９月以降に表明されたもの

＜都道府県工事での評価＞
● モデル工事等工事評定での加点
◎ 総合評価における加点

○ 入札参加資格での加点
△ 検討中
※赤文字は令和３年４月以降に導入を表明されたもの

国土交通省調べ 等

Ｒ３年４月より、土木部発注の全工事を受注者
希望型モデル工事を試行。事業者登録、技能
者登録、カードリーダー設置等を工事成績評定
にて加点

【岡山県】 全工事の成績評定において加点

都道府県名
直轄Ｃランク

工事
都道府県工事
での評価

都道府県名
直轄Ｃランク

工事
都道府県工事
での評価

北海道 △ 滋賀県 ● ◎

青森県 △ 京都府 △

岩手県 △ 大阪府 ● △

宮城県 ● ●◎ 兵庫県 ● ◎(予定)○(予定)

秋田県 △ 奈良県 ● △

山形県 △ 和歌山県 ○(予定)

福島県 ● ◎ 鳥取県 △

茨城県 ●(予定) 島根県 ● △

栃木県 ● ◎ 岡山県 ● ●

群馬県 ● ●◎ 広島県 ◎

埼玉県 ● ●(予定) 山口県 ● ●（予定）

千葉県 △ 徳島県 ○

東京都 ● △ 香川県 〇 △

神奈川県 △ 愛媛県 △

新潟県 △ 高知県 ○ △

富山県 △ 福岡県 ○

石川県 ○ 佐賀県 ○ △

福井県 ● ●○ 長崎県 ○ ◎

山梨県 ● ◎ 熊本県 △

長野県 ● ◎、○(予定) 大分県 △

岐阜県 ● ●○ 宮崎県 ● ●◎○

静岡県 ● ◎○ 鹿児島県 ● ●

愛知県 ● △ 沖縄県 ● ●（予定）

三重県 ○ ●

※市町村では、浜松市、堺市、茅ヶ崎市などが総合評価における加点
千葉市、相模原市、郡山市などが入札参加資格において加点を導入済

都道府県におけるCCUSに係るモデル工事等の状況




